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――関係の非対称性をめぐって――
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1．介護の非対称性
（１）介護というコミュニケーション

介護とはどのようなコミュニケーション過程であろうか。本報告は、全身性障害者の自立生活を事例に、介護する者（以下、介護者）と介護される者（以下、被介護者）の相互行為をコミュニケーションとして把握することを試みる
。とくに、行為者間の関係の非対称性に焦点を当てて、その性質がいかなる現実をかたちづくっているのか明らかにしてみたい。
重症心身障害児施設の職員である内山美根子は介護の関係性をこう説明している。

「食う飲む出す動く寝る」ことは生きる基本である。その身体の自然、生きる上で必要不可欠な身体のケアを他者に委ねざるを得ない時に「介護」という「関係」が成立する。介護とは、介護を必要とする人と介護する人とが、身体を媒介にして作る、ある意味で非常に密な、しかもお互いの立場を交換しえない非対称的な「人間関係」なのである（内山ほか1996:28）。

介護とは資源をもつ者がもたざる者へと資源を提供する相互行為であり、その形式が両者の関係性を規定している。内山がいうように、介護は非対称な関係にある行為者によって繰り広げられるコミュニケーション過程である。この「関係の非対称性」という認識を出発点に議論をすすめていこう。
（２）非対称から対等へ

介護の非対称性はこれまでどのように論じられてきただろうか。岡原正幸は介護が有する「あることを自分はできて、かつ、それをできない人がいて、自分がその人に代わってそれをする」形式を介護の「介護性」として表現する（岡原1995:141）。日常生活の動作すべてに介護を要する者にとって、他者の手助けは生存のために不可欠である。このことを考えれば、「その人に代わってそれをする」という介護の「介護性」は動かしがたい事実として両者のあいだにある。他方、介護者のほうは「介助から離れることは可能であり、現に介助を行なっているからといって、将来にわたってその対象となる障害者の存在を必要とするわけではない」（星加2007:240）
。つまり、被介護者は自己の状況から退出不可能であるのに対して、介護者は退出が可能であるということだ。このように、介護の関係性は介護をする－される、退出可能－不可能といった性質をもつものとされ、その非対称性が指摘されてきた。さらに、介護者と被介護者の関係は、抗いがたく、養護－依存の関係や支配－従属の関係を生じさせてしまうことが論じられる。介護性は「できる人ができない人に配慮する」というかたちの権力関係を容易につくってしまい、被介護者を抑圧状況に置くのである（岡原1998:207）
。
そこで、従来の議論は、この構造を確認した後に、その非対称性をいかに解消すべきかという点に論をすすめていく。そして、非対称ではなく“対等な”関係がめざされることになる。たとえば、岡原であれば対話としてのコンフリクトという主張が、星加であれば介護の有償化という戦略が非対称性を解消する回路として提示される。このような指摘は介護関係における資源の不均衡を適切に述べており妥当なものである。また、「非対称から対等へ」という志向性は行為者のアイデンティティを相互に承認する点で、実践的に考えても理想的な道筋であっただろう。
しかし、実際の介護場面では非対称性を解消し対等な関係を結ぶための実践がなされているのだろうか。「非対称から対等へ」というテーゼではこぼれ落ちてしまう現実が介護には存在するのではないか。本報告ではこのテーゼを問い直し、それとは別様の、非対称な関係が開くコミュニケーションの位相を捉える視点を提示してみたい。
2．非対称性と配慮

（１）配慮というダブルバインド

　介護が有する「その人に代わってそれをする」という関係の非対称性は拭い去ることができない。介護者が被介護者に対して配慮もなく無関心な状態にあっては介護は成立しないだろう。関係が非対称であるがゆえに、介護は配慮を構造的に必要とするのである。しかし、先に確認したように、この「できない人に配慮する」という形式は容易に権力関係を形成してしまうのであった。非対称性ゆえの配慮が別の非対称性を生む。そこで、対等な関係が理論的にも実践的にも模索されることになる。とすると、介護は“配慮しないこと”が求められていることにもなる。
ここには、一方で配慮を不可欠としながら他方で配慮をしてはならないとする、2つの相反する命題が存在している。介護者は配慮をしなければならないのだが、同時に配慮をすることも許されない二重拘束の状態にある。これはダブルバインドである。ダブルバインドとは第1次の命令と衝突するような第2次の命令に拘束される状況をいうが（Bateson,1972:270＝1990:294）、配慮をしなければならないのにそれが否定される状況にあるという意味で、配慮はダブルバインドである。配慮をしなければその人を危険にさらす恐れがあるにもかかわらず、かといって、配慮をしすぎればその人の主体性を奪うことになってしまう。このように、関係の非対称性はダブルバインドを生じさせ、配慮を要素とする介護はつねにダブルバインド状況にあることになる。
（２）ダブルバインドの解消
岡原は「配慮はパターナリスティックな支配形式だ！」と指摘し「配慮への嫌悪」を語る（岡原1998:207）。おそらく、この｢嫌悪｣は配慮がはらむダブルバインドに由来するものと思われる。配慮しても配慮しなくても否定的事態にさらされる拘束状況は「相手に不満を伝えることを自制する」という自己規制を導くという（岡原1998:204）。そして、「こんな面倒な自己規制をして我慢しなくてはならないのは、相手が悪いからだ」というように、その原因を他者に帰す（岡原1998:204）。この鬱積は「配慮」によって相手に向けられることはなく、「自分はこんなに配慮をしているんだ！」という自己呈示のもとに関係の破局をもたらすことになる。第1に配慮するからこそ不満を申し出ようとするが、第2にそれを自制する配慮によって、第1の配慮を稼動させてはならない。配慮はまさに配慮によって否定されることになる。このことから、岡原は一方通行の配慮ではなく、「コンフリクトへの自由」を模索するにいたる。自己規制という“独り語り”ではなくコンフリクトという“対話”を、というわけだ
。

つまり、配慮が行き過ぎるとパターナリズムとなってしまうために配慮は否定される。他方で、配慮の否定が行き過ぎると今度は自己規制になってしまう。それでは配慮が働かずに介護自体が成立しない。だから、パターナリズムでも自己規制でもない関係として、対話や有償化という“対等な”関係が導き出されてきた。このように考えると、「非対称から対等へ」というテーゼは配慮のダブルバインドをいかに解消するか、その問いに対するモデルの提示であったといえるだろう。その際、配慮は対等な関係の構築に相応しい要素とは考えられず、そのダブルバインド状況は解消することが望ましいとされてきた。しかし、実際の介護場面において、配慮のダブルバインドを解消し対等な関係を構築する実践がなされているのだろうか。以下では調査の事例から、配慮に関連する場面をとりあげ、その現実をひろいあげてみたい。
3．非対称性のなかで
私は2005年8月から現在まで3人の全身性障害者の在宅生活に介護者として関わっている。いわゆる参与観察である。いずれの人も24時間の介護が必要であり、公的な介護制度を利用して在宅生活を送っている。この3人の介護場面において起こった出来事をとりあげる。

表1.　対象者の属性

	名
	性別
	年齢
	障害
	生活形態
	報告者の介護時間
	備考

	A
	男性
	60代
	脳性まひ
	在宅
	週1日24時間
	障害者運動経験者

	B
	男性
	30代
	筋ジストロフィー
	在宅
	週1日4時間
	人工呼吸器を着用

	C
	男性
	20代
	筋ジストロフィー
	在宅
	不定期
	人工呼吸器を着用


（１）配慮の諸相
①　介護の手前
　最初に私が参与観察において出会った場面を取り上げる。早朝、介護に行く。玄関をくぐるなりAが車いすに座りこちらを向いて笑っている（下記、＊は私を示す）。

A：今日も朝早くからご苦労さまです。

＊：いえいえ、とんでもないです。
A：雨、すごかったでしょ。ズボン、換えなよ。タンスのなかにあるから。
＊：いやぁ、そんな。

A：風邪ひくから換えたほうがいいよ。
＊：ま、だいじょうぶですよ。
A：いいから。
＊：そうですか、じゃぁ。
介護は挨拶からはじまる。この日は雨が降っていた。濡れたズボンでは風邪をひくだろうからと、被介護者が自分のズボンを介護者に貸すといっている。介護者はそれには及ばないと固辞している。しかし、被介護者が繰り返し勧めるので、介護者はそれを受け入れてズボンをはくことにしている。
②　食事の決め方
次の事例はどうだろうか。外に食事に出たときに何を食べるか決める場面である。被介護者はリクライニング式の車いすに仰向けの状態であるのでメニューを見ることができない。だから、介護者が被介護者の目の高さにメニューをさしだす。2人でメニューを眺める。
　

B：何にしようかな。深田くん、何にする？

＊：あ、ま、別になんでもいいですけど。

B：食べたいもの食べていいよ、事務所のお金が出るから。
＊：はぁ。

B：（メニューを眺めながら）どうしようかな…。決まった？

＊：いや、決まらないです。
沈黙

B：じゃ、ぼくは○○にしよ。

この場面では被介護者が食事に来ているわけだが、まず介護者が何を食べるか先に聞かれている。介護者は介護中であることを意識して、自分が何を食べるか決めるより、被介護者に先に決めてもらうようふるまっている。被介護者はそうした介護者の身ぶりを見ながら何を食べるか選んでいる。
③　介護者の失敗

次はどうだろうか。Mという介護者が部屋に置いてある小型の本棚に肩をぶつけて、その本棚を倒した。ベッドで寝ているCに対してこんなことをいった。
M：あ。

C：倒した？
M：やりますから、寝ててください。

C：うん、やっといて。
　介護者が失敗をやらかした場面である。ふつう介護中の失敗は緊張状態を生む。にもかかわらず、介護者は身体を動かすことのできない被介護者に対して「やりますから（片づけるから）、寝ててください」などといっている。被介護者は笑みをこぼして、何ごともなかったようにこの様子を見ていた。
（２）非対称性が生成するコミュニケーション
事例から確認できることをまとめてみよう。Aの事例では、まず被介護者が介護者を配慮している。介護者はそれを遠慮する配慮を示している。しかし、介護者は最後には被介護者の配慮にしたがっている。Bの事例では、被介護者が介護者に「先に選んでよい」と指示している。これも被介護者から介護者への配慮であるといえる。しかし、介護者は「選ばない」態度をとっている。これも被介護者を配慮してのことであろう。そして、被介護者は配慮をしている介護者を配慮して「選ぶ」ことをしている。Cの事例は上の2つの事例と若干内容が異なる。失敗をおかした介護者を責めないという点で被介護者の配慮があるように見える。
以上の事実からは、第1に、配慮は相互的になされていることがわかる。とくに、被介護者が介護者を配慮している事実が明らかになった。Aの事例では、どちらかというと被介護者が一方的に介護者を配慮している向きがあった。介護者はその配慮を受け入れる配慮をしていた。Bの事例でも配慮は相互的である。ここでは被介護者のほうが介護者の配慮を受け入れる配慮をしていた。また、Cの事例では、介護者の配慮とそれを気にかけない被介護者の配慮がユーモアに転化していた。とするなら、配慮は何も嫌悪されるべきものではなく、日常的に、相互的におこなわれているものである。
被介護者から介護者への配慮の性質を考えてみよう。ゴフマンによると、「スティグマのある人は、彼にとって事態を気楽なものにしようと配慮する常人たちの努力が効果的であり理解されているかのように行為する」よう助言されているため（Goffman 1963:118＝2003:198）、常人の一方的な配慮をあたかも受容したかのようにふるまうという。たとえば、常人からの援助の受け入れやふるまいの洒脱さがそれにあたる。そう考えると、被介護者の配慮は、介護者が被介護者に対して「気転のきいた態度をとれるように、常人に手を貸す手段」（Goffman 1963:118＝2003:197）であったともいえる。
だから、第2に、被介護者の配慮は相互行為の秩序維持のためであると考えられる。介護者の面子を保ち介護者から介護を受けやすくするために、被介護者が介護者に「手を貸す手段」である。つまり、ここに見られた配慮は、いつも敬意が払われていることを気にしている近代人たる自己への「儀礼的配慮」であっただろう（Goffman 1967:95＝2002:96）。しかしながら、こう考えてくると、介護者の配慮も「儀礼的配慮」であるように思われてくる。本来、介護者の配慮は「生への配慮」であるはずだが、事例で観察された配慮は、被介護者の生に配慮してなされたものとは思われない。介護者の配慮も被介護者の面子を保ち敬意を表するための「儀礼的配慮」であり、それはまた「秩序への配慮」である。

もちろん、配慮の相互性が関係の対等性を意味するわけではないだろう。これらの場面は相互的ではあるが対称的ではなく、資源的に見ると非対称であることに変わりはない。しかし、第3に、この場面において非対称性は特段問題化しているとはいえない。非対称性は残存しているが、そのことはさして問題化せず、あたかも対等であるかのようなコミュニケーションがかわされている。ジンメルがいうような、うその平等、うその民主的構造がここにはあるのだが、それは“うそであってうそではない”現実を構成している。これは社交と呼べるだろう。
社交というのは、すべての人間が平等であるかのように、同時に、すべての人間を特別に尊敬しているかのように、人々が「行う」ところの遊戯である（Simmel1917＝1979:80,傍点は引用者）。

介護には介護それ自体からは離れた社交の側面が多分にある。とくにCの事例などは、被介護者と介護者がお互いにじゃれあっている場面であり、遊びのコミュニケーションであるといえるだろう。「いま我々が行っているこれらの行為は、それらが表示する行為によって表示されるであろうことを表示しない」ことが｢遊び｣の条件であるが（Bateson1972:180＝1990:261）、「寝ててください」というメッセージは文字通りにとると「手助けには及ばない」という「配慮」であるのだが、関係の非対称性というそもそものメタ･メッセージによって「配慮」のナンセンスさが強調され、このことがおかしみを生んでいる。
関係が非対称であるからといって、そのことが行為者に抑圧状況を生むとは限らないのである。ここから導き出されるのは、何も“対話”が実践されていなくとも、非対称性はやりすごされているという事実である。社交にしろ遊びにしろ、それは目的のための行為ではなく、行為それ自体として充足する行為であるが、介護にはこのようなコミュニケーションの位相がある。それは非対称性に規定されている関係であるからこそ生じる、軽やかなコミュニケーションである。
4．非対称性の反転
（１）介護を休む？

非対称であることがむしろコミュニケーションを生成させていくことを確認した。次にとりあげるAの事例も非対称性が顕わになる事例である。2006年1月、修士論文の提出を一週間前に控えていた私は執筆が滞っていたこともあり、「次週は午前中だけにしてもらえませんか」と介護を休ませてもらうよう申し出た。Aは顔をこわばらせながら、「うん」とうなずいた。申し訳ないと思ったが、修士論文を書かないわけにはいかず、交代要員をさがし、次週は午後から休ませてもらうことにした。次の週、午前中で介護を終え、帰ろうとした矢先、Aから手紙をもらった。そして、帰る電車内で手紙を読んだ。3枚の便箋におよそ次のようなことが書かれてあった。「きみが論文を書いているときも、ぼくのいのちの鼓動は鳴りつづけている。きみは論文が書けなくても生きていけるけれど、ぼくはきみがいないと生きていけない」。これを読んだとき複数の感情が生起した。あなたのいっていることはわかるけれど、では、私はどうすればよいのか。
またその次の週、修士論文を提出したものの、Aに何とこたえればよいのかわからなかった。悩んだ末に、介護に行き、詫びることにした。

＊：先週はすみませんでした。

A：はははは。いやぁ、ま、ここに来たのが運のツキだと思って。

＊：え、あ、そうですか。

A：介護っていうのはおたがいさまだから。

　「ここに来たのが運のツキ」と笑うAを見て緊張していた身体がほぐれたように思う。そのあとAと介護という営為について話した。この頃から介護に対する私の意識が変わっていった。

（２）治療的ダブルバインド
事例を考察してみよう。介護者と被介護者のあいだに緊張状態があったかと思うと、すぐにその緊張が緩和されている。そのときから介護者は自己の認識を変容させていったわけだが、この過程からは次のことが確認できる。第1に介護者が退出可能な状況にあり退出を選択している。この意味で両者の関係はやはり非対称である。眼を引くのは、被介護者がこの非対称性を積極的に利用している点である。被介護者は介護者に対して生の不均衡を顕示し、その非対称性を資源とするようにして、介護者に非対称性を突きつけている。

そして、第2に介護者はダブルバインド状況に陥っている。介護とはそもそもダブルバインド状況にあるのだったが、ここでは介護者がさらにダブルバインド状況に追い込まれている。介護者は退出可能であるにもかかわらず、「退出してはならない」というメッセージを受けとり葛藤している。

第3に介護者と被介護者の非対称性が別の様相をもって現れている。一般的な介護に見られる支配―従属という関係ではなくなっており、場を支配しているのはどちらかというと被介護者のほうである。被介護者＝支配、介護者＝従属という関係に移行しており、本来の意味での非対称性が反転している。さらに、第4にこの経験を契機にして、介護者は自己の意識を変容させていったのだった。この意味でも、関係を支配しているのは被介護者であるといえる。
事例をベイトソンの学習論を参照して考察すると、この過程は被介護者による治療的ダブルバインドであったと考えることができる（Bateson,1972:226＝1990:317）。ベイトソンによれば、世界の認識の仕方には学習Ⅰ、学習Ⅱ、学習Ⅲが存在する。学習Ⅰとは目の前の出来事とコンテクストとを結びつけて読み取る能力の習得のことであり、学習Ⅱは複数のコンテクストを認識し読み分ける能力の習得のことである。また、学習Ⅲとは学習Ⅱで習得したことを超えてより高次の水準にあるものを学ぶことをいう（Bateson,1972:287-308=1990:393-418）。この学習Ⅲの段階は過度のダブルバインドにさらされることによって、偶然的に到達することができる。この学習Ⅲが達成されるとき、必然的に自己の再定義がもたらされ、そればかりか、自己はある意味でどうでもよくなるとさえいう。「経験が括られる型を当てがう存在としての“自己”が、そのような役割をもはや果たさなくなってくる」のである（Bateson,1972:304＝1990:413）。これを意図的、治療的に用い、矛盾の増幅によりその人をジレンマにたたきつけ、「底をなめさせる」ことで自己を半ば破壊的に変容させる。それが治療的ダブルバインドである（亀山1989:114）。
介護者は、被介護者から過度のダブルバインド状況に追い込まれることによって、自己の組み換えを起こしている。これはベイトソンのいう学習Ⅲの段階であり、介護者は学習Ⅱのルールを飛び超え、「別にそれは何が何でも守らなくちゃいけないものじゃないんだ」ということこそが新しいルールであることを認識している（Berman1981:＝1989:267）。つまり、コンテクストを高次のコンテクストに置きかえ、ある意味で世界との非対称なコンテクストに飛び移ることでダブルバインドを解消している
。ここで確認できることは、第1に対等ではなく非対称であることが非対称性の反転を生じさせ、第2にその反転された非対称性によって関係や自己の変容が可能となっていることである。

5．非対称性の可能性と限界
　
介護をコミュニケーションとして把握したとき、「非対称性から対等へ」というテーゼではくみとることのできない事実があっただろう。介護場面においては、その非対称性が不可視化したり可視化したり、また、反転することによってコミュニケーションが生成されていた。関係が非対称であるからこそ開かれていく現実があった。だが、非対称性の可視化がコミュニケーションを接続させていく可能性があるとともに、その危うさについても認識しておかなければならない。たとえば、最後にとりあげたAの事例は偶然にも学習Ⅲのような水準に移行する事態を生んだが、ダブルバインドはコミュニケーションを破局に導くこともある。非対称性の危うさには十分に注意を払っておく必要がある。
ここからは、介護さらには援助をめぐる社会学的研究へのインプリケーションが示されている。介護の社会学的研究には、行為者間の“対等な関係”というある意味で硬直した視点からだけではなく、また、“非対称な関係”を一足飛びに肯定するのでもない、関係が生成・反転・破局していく現実を繊細に記述していくことが求められているのである。
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� 本報告は基本的に職業的な介護者を対象としているが、家族介護者と職業的介護者の区別なく、介護という行為一般に内在するコミュニケーション過程を明らかにしようとしている。また、障害者と高齢者とでは関係の質に差異が見られるだろうけれども、介護関係そのもの（資源を提供する者と提供される者の関係性）に照準するという意味で、対象者に関わりなく介護一般に妥当する形式が存在すると考えている。


� 障害者運動のなかでは介護の保護的な意味合いを避けて「介助」が用いられることが多い。本報告の目的は介護に普遍的な行為形式を抽出するというであることから、「介護」と「介助」の意味の相違に関心は払わず、一般的に流通している語として「介護」を用いている。


� 家族の「愛情による配慮」や施設における「福祉的配慮」は配慮の名を借りた管理であり、それは一方向の権力関係をかたちづくってしまうことが指摘されてきた。


� 「コンフリクトへの自由」とは次のような関係の構築がイメージされている。「資源的には不平等があったとしても、関係構築においてはあくまでも対等であるべき人間が二人で関係を作っていって、いつも一方の思いだけが通るとしたら、そのほうがおかしい。（中略）双方からの積極的な、ある意味で闘争的な〈出会い〉があってはじめて、配慮という形式をぶち壊すことができるのだ」（岡原1998:206）。


� 学習Ⅲについてはバーマンの説明が理解の助けになる。「学習Ⅲにおいて、我々は文字通りまったく新しい存在レベルへ飛躍する。そしてその高みから、解決不可能と思い込んでいた矛盾に悩んでいたころの過去の意識を、おそらくは鷹揚に、懐かしく思い出す。『そうなんだ、要するにそれだけのことだったんだ』と」（Berman 1981＝1989:267）。
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